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はじめに

・本資料は、東京都が実施する「令和6年度障害福祉サービス事業
所集団指導」の補足です。

・実際に実地検査を行う担当部門として年間の指導実績を踏まえ
て検査時の視点やポイントについてまとめています。

・「指導検査のポイント」を特に重点的に確認していただくと、検査
の際にどのような点に留意しているかわかります。
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INDEX 目次 ３部  児童通所系サービス報酬改定のポイント

①時間区分創設による基本報酬の取り扱い

②延長支援加算の見直し

③個別支援計画の作成時の留意事項

④支援プログラム未公表減算
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①時間区分創設による基本報酬の取り扱い

時間区分が設定され、基本報酬が変更されました。

区分３区分２区分１

３０分～
１時間３０分

１時間３０分～
３時間

３時間～
５時間

【基本報酬】

旧制度 新制度

授業終了後 学校休業日

604単位 721単位 574単位
609単位 666単位

平日

学校休業日

<新制度の区分と単価の詳細>

・「30分以上」という下限が設定された

・「区分１～３」の時間区分が設定された

・「区分３」は学校休業日のみ算定できる
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３部
児童系サービス報酬改定のポイント

①時間区分創設による基本報酬の取り扱い

① 個別支援計画への記入

「個別支援計画書参考様式別表」に提供時間を曜日ごとに

記載する必要があります！

・個別支援計画に支援の計画時間を記入し、

この計画時間に応じて基本報酬を算定することとなる

② 計画より短くなった場合は？

実利用時間が利用者の都合で短くなったら…

「計画時間」で算定

「実利用時間」で算定

実利用時間が事業所の都合で短くなったら
…
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「周囲の環境に慣れるため」とは？？

自治体への確認・相談
が必要です

③ ３０分未満を認める特例

・原則、区分１が30分以上～のため、30分未満の支援

は算定不可となる

・特例として「周囲の環境に慣れるため等の理由」で「区

が認めた場合」は算定可能！

④ 実利用時間の記録

「サービス提供実績記録表」に記録します！

「計画時間」と「実利用時間」に乖離が
続くなら、、、、 「個別支援計画」の見直しが必要！

・実利用時間は「サービス提供実績記録票」で記録が必要である。

・かつ、個別支援計画に記載した「計画時間」と実利用時間に乖離が

ある場合には、個別支援計画の見直しが必要となる。

・具体的な乖離の度合いは区に確認・相談する必要がある。

①時間区分創設による基本報酬の取り扱い
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②延長支援加算の見直し

【加算単位】

旧制度 新制度

1時間未満 61単位

1時間～2時間 92単位

2時間以上 123単位

1時間～2時間 92単位

2時間以上 123単位

（延長30分～1時間） 61単位

・算定が「営業時間前後」の支援から「基本報酬の最長の

時間区分に加えて行った支援」に変更された。

・延長時間の職員配置について児発管もOKとなった。

・最低１時間の延長時間がないと加算できない 14：00～17：00（3時間）
17：00～

1時間

＜後1時間延長支援時間を設定＞

15：00～18：00（3時間）
14：00～

1時間

＜前1時間延長支援時間を設定＞

14：30～17：30（3時間）
14：00～

30分
17：30～

30分

報酬改定前の計画時間
14:00~18:00
延長支援時間の設定次第で加算を取れる？？

＜前後30分ずつ延長支援時間を設定＞

算定不可

算定可

算定可
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②延長支援加算の見直し

・延長時間が短くなった場合、利用者都合でも事業者都合でも理由を問わず「実利用時間」で算定する

※基本報酬と考え方が異なるので注意

延長時間短縮の場合の扱い

《普段の計画》

計画していた「延長支援時間」が17：30までになった場合は？

・計画時間より延長支援が短くなった場合、かつ利用者都合であった場合は1時間未満であっても算定できる。

●利用者都合 ⇒ 30分～1時間未満なら61単位算定可

30分未満なら算定不可

●事業所都合 ⇒ 算定不可
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・延長支援の算定は「延長支援の体制を設け計画的
に実施すること」が求められる

・延長時間帯の職員配置は2人以上必要である。

・うち1人は児発管でもOKとなった。

職員配置は？

延長支援時の配置基準

・個別支援計画に記載していないにもかかわらず、緊急

で預りニーズに対応するために延長支援を行った場合

には、その記録を残すことにより延長加算が算定可能。

・具体的な事例は区への相談が必須である。

緊急的な預かりニーズ対応

②延長支援加算の見直し
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③個別支援計画の作成時の留意事項

・「計画時間」 「延長支援時間」 「5領域・インクルージョンを踏まえた取組み」の3点が新たに記載必要になった。

① 計画時間

令和6年4月以降、新たに以下の事項を記載することが求められます

② 延長支援時間 ③ 5領域・インクルージョンを
踏まえた取組

「支援内容」欄に5領域・インクルージョンとの関連性
を明示した取組を記載する

別紙1-2 個別支援計画書参考様式別表 別紙1-2 個別支援計画書参考様式別表 別紙1-1 個別支援計画書参考様式

「提供時間」欄に計画時間
を曜日ごとに記載します

「延長支援時間」欄に延長時間を曜日ごとに記載し
「延長を必要とする理由」欄にその理由を記載する

支援内容」欄に5領域・インクルージョンと
の関連性を明示した取組を記載する
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令和６年4月以降の個別支援計画について

言語

コミュニケーション

認知

行動

健康

生活

人間関係

社会性
運動

感覚

児童発達支援ガイドラインにおける3つの支援

『5領域』とは？？

発達支援

5領域

健康・生活
・健康状態の維持・改善
・生活のリズムや生活習慣の形成
・基本的生活スキルの獲得
《具体的な支援内容》
・料理やお菓子作りなどを通した食育
・時間に応じた行動の切り替え
・構造化を意識した掲示物
・子どもへの指示 など

運動・感覚
・姿勢と運動・動作の向上
・姿勢と運動・動作の補助的手段の活用
・保有する感覚の総合的な活用
《具体的な支援内容》
・体操やダンス、スポーツなどを通じた運動療育
・視覚や聴覚、触覚を刺激するようなゲームやクイズ
・感覚過敏な子に配慮した環境設定 など

認知・行動
・認知の発達と行動の習得
・空間・時間、数等の概念形成の習得
・対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得
《具体的な支援内容》
・ブロックなど立体の造形物を使った創作活動 ・音楽やリズムを
使って五感を刺激する活動
・ヴィジョントレーニング など

言語・コミュニケーション
・言語の形成と活用
・言語の受容及び表出
・コミュニケーションの基礎的能力の向上
・コミュニケーション手段の選択と活用
・空間・時間、数等の概念形成の習得
《具体的な支援内容》
・伝言ゲームや早口言葉など言葉を用いたゲーム
・生活の中で起こる事柄に対するロールプレイング
・考えを発表したり好きなことをプレゼンテーションする など

人間関係・社会性
・他者との関わり（人間関係）の形成
・自己の理解と行動の調整
・仲間づくりと集団への参加
《具体的な支援内容》
・ごっこ遊びや模擬店などを通してなり切ってみる
・他己紹介など他者を知るための活動
・職業訓練や職場体験 など

家族支援 地域支援

本人支援 移行支援

5領域を踏まえたアセスメント⇒5領域すべての視点を網羅した支援

③個別支援計画の作成時の留意事項
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個別支援計画作成全般に関わる留意点

・ 5領域に沿ったアセスメントを行い、その視点を網羅した支

援を行う

・ 課題をもとに必要な支援を組み立てること

（5領域に対応する支援の当てはめはダメ）

・ 個々のアセスメントを踏まえたオーダーメイドの支援が前提

言語

コミュニケーション

認知

行動

健康

生活

人間関係

社会性
運動

感覚

③個別支援計画の作成時の留意事項
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R6.5.17こども家庭庁留意事項通知によりポイント提示

記載項目は全部で12個あるので、各ポイントについて説明します

① 利用児および家族の生活に対する意向

② 総合的な支援の方針

③ 長期目標

④ 短期目標

⑤ 支援目標および具体的な支援内容等

⑥ 項目

⑦ 支援目標（具体的な到達目標）

⑧ 支援内容（支援の提供場のポイント）

⑨ 達成時期

⑩ 担当者・提供機関

⑪ 留意事項

⑫ 優先順位

③個別支援計画の作成時の留意事項

個別支援計画作成全般に関わる留意点
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①利用時および家族の生活に対する意向

参考様式

本人、保護者それぞれの意向を併記する形が望ましい

  ＜参考記載例＞

●楽しく遊びたい （本人）

●場面にあった行動を自分で気づいて行えるようになってほしい（保護者）

③個別支援計画の作成時の留意事項
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②総合的な支援の方針

参考様式

＜方針決定に必要な観点＞

・障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議で求められている事業所の役割

・支援場面のみでなく家庭や通っている学校等での生活や育ちの視点

・同年代のこどもとの仲間づくり等のインクルージョン（地域社会への参加・包摂）の視点

・事業所を継続的に利用する場合、計画のモニタリング結果を踏まえたPDCAサイクルによる適切な提供の視点

1年を目途に事業所としてどのように支
援していくのかという方針を記載する

③個別支援計画の作成時の留意事項
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③長期目標 ④短期目標

参考様式

・長期＝1年程度が目安

＜参考記載例＞ 視覚的なスケジュールを手掛かりに指示を理解し、わからないことは様々なコミュニケーション手段を用いて大

人に聞くことができる。

・短期＝6ヶ月が目安

＜参考記載例＞ 見える化された手順やスケジュールを大人と一緒に確認し、設定活動寺院自分で動けるようになる。

③個別支援計画の作成時の留意事項
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⑤支援目標及び具体的な支援内容等 ⑥項目

参考様式

・5領域と4つの支援（「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・

地域連携」）を網羅的に記載する

《必須》 本人支援 家族支援 移行支援

《任意》 地域支援・地域連携

③個別支援計画の作成時の留意事項
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⑦支援目標（具体的な到達目標）

参考様式

＜目標記載の３つのポイント＞

・「こども本人や家族の状況」を具体的に記載する

・アセスメントの結果を踏まえて記載する

・目標の主語は原則「こども本人や家族」になる（「移行支援」や「地域連携」では主語がい事業所になる）

③個別支援計画の作成時の留意事項
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⑧支援内容（支援の提供上のポイント）

参考様式

＜支援内容記載のポイント＞

・目標に向けた支援内容、工夫、配慮を記載する

・「本人支援」は5領域との関連性を記載する（※「本人支援」以外は5領域との関連性の記載は不要）

・その他の支援は働きかけや取り組みを記載する

③個別支援計画の作成時の留意事項
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⑨達成時期 ⑩担当者・提供機関

参考様式

・個別支援計画は6ヶ月に1回以上の見直しが求められている

⇒達成時期も最長「6ヶ月」まで

・１～3ヶ月で達成できる目標も積極的に検討する

・支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載する

③個別支援計画の作成時の留意事項
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・支援内容が加算の算定に関わる場合、算定する加算や頻度等について記載する

＜参考例＞ 子育てサポート加算等

・個別支援計画とは別に計画を作成する必要な加算について関連性を記載する

＜参考例＞ 専門的支援実施加算、自立サポート加算等

・本人支援の各支援内容に番号を振るなどして優先順位を設定する。

⑪留意事項 ⑫優先順位

参考様式

③個別支援計画の作成時の留意事項
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④支援プログラム未公表減算

R6年度報酬改定により、運営基準において、5領域との関連性を明確にした、事業所における支援の実

施に関する計画（「支援プログラム」）を作成し、公表することが求められることとなりました。

  減算適用時期 ： 令和７年4月1日～

【参考】
こども家庭庁支援局「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」

目的

支援プログラムの作成及び公表により、事業所における総合的な支援の推進と、
事業所が提供する支援の見える化を図ることを目的とする。

対象事業

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
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④支援プログラム未公表減算

記載項目

（事業所における基本情報）

①事業所名

②作成年月日

③法人（事業所）理念

④支援方針

⑤営業時間

⑥送迎実施の有無

以下①～⑫の項目を網羅した内容となるように作成してください。

（支援内容）

⑦本人支援の内容と5領域の関連性

⑧家族支援（きょうだいへの支援も含む）の内容

⑨移行支援の内容

⑩地域支援・地域連携の内容

⑪職員の質の向上に資する取組

⑫主な行事等

【参考】
・こども家庭庁支援局「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」
・R6年5月17日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡「個別支援計画支援記載のポイント」
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作成における留意点

➢ 支援プログラムで定める内容が、個々の個別支援計画につながっていくことを踏まえ、管理者や
児童発達支援管理責任者のみで作成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見も聞
きながら作成すること。

➢ 支援プログラムは以下のような役割が期待されることから、これらの観点も踏まえて作成すること。

①全職員が、自事業所の理念や支援方針、提供する支援等について、共通理解を深めるため
の役割。
②事業所の提供する支援内容の見える化により、支援を必要とするこどもや家族のサービス
選択に資する役割。

➢ 複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プログラム
を作成すること。

④支援プログラム未公表減算
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公表および都道府県への届出について

①公表

事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法により広く公表してください。

②都道府県への届出
公表方法及び公表内容を都道府県に届け出てください。

➢ 支援プログラムの作成後、以下の2つを実施してください。

④支援プログラム未公表減算

R7年4月1日以降に、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされてい

ない場合は、支援プログラム未公表減算が適用されるため注意してください。
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